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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
2020年度第１四
半期連結累計期間

2021年度第１四
半期連結累計期間

2020年度

 
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

経常収益 百万円 11,031 10,424 43,045

経常利益 百万円 1,184 2,299 8,683

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 1,081 1,604 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 5,447

四半期包括利益 百万円 14,904 △1,447 ―

包括利益 百万円 ― ― 29,942

純資産額 百万円 140,715 152,154 154,897

総資産額 百万円 2,602,202 2,642,658 2,767,080

１株当たり四半期純利益 円 27.63 41.10 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 139.27

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

円 25.75 － ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 ― ― －

自己資本比率 ％ 5.35 5.72 5.54
 

(注) １ 2020年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び2021年度第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合

計で除して算出しております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な

変更及び新たに発生した事業等のリスクはありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

財政状態及び経営成績の状況

 世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により非常に不確実な状態が続いており、回復状況は各国間や業種

間で大きな差が生じています。国際通貨基金（IMF）は、2021年の世界経済の成長率を6.0％とし、1月から0.5％上

方修正しました。この上方修正は、一部の経済大国における追加の財政支援やワクチン接種の効果への期待を反映

したものであり、世界経済の先行きは、ワクチン接種による感染沈静化が進むまでの財政政策や金融政策の動向次

第となっています。

　国内経済においては、新型コロナウイルスの流行が再拡大する中、内需の回復が足踏み状態となっています。個

人消費は、2度目の緊急事態宣言の解除後に持ち直し傾向にあったものの、3度目に続き4度目の緊急事態宣言による

自粛等により再び停滞しています。新型コロナウイルスの収束が見通せない中、ワクチンの普及が進むまでの間、

当面は感染拡大を防ぐための活動制限を断続的に実施せざるを得ず、一進一退の状況が続く見込みです。

　愛媛県経済においても同様で、新型コロナウイルス変異株の急拡大に伴い、県独自の警戒レベルを一時最大の

「感染対策期」に設定するなど、大幅な行動制限が求められる警戒水準となりました。現在も特に警戒を強める

「特別警戒期間」が設定されていることから、経済活動の縮小が続き、特に宿泊業、飲食サービス業などにおいて

は、厳しい状況が続くと考えられます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動縮小の影響を受けた地域経済の再生には時間がかかると予想さ

れますが、地域金融機関として、影響を受けた個人や事業者の方々への資金繰りや経営改善の支援など、金融仲介

機能をしっかりと発揮して、地域経済の再起動に向けた取組みを行ってまいります。

愛媛県においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、インバウンドの減少などから、観光産業や小

売、飲食などのサービス業の業況が悪化し、交通機関の運休やサプライチェーンの機能低下などにより、ヒト・モ

ノの動きの停滞が続いており、他業種へも影響が広がっています。

　当行では、休日相談窓口を設置し、行政や政府系金融機関と連携しながら、新型コロナウイルス感染症に関連し

た資金繰り支援などに、積極的に取り組んでいます。今後も、お客さまに寄り添いながら、地域経済の下支えに努

めてまいります。

 当行は、2021年４月より３年間の第17次中期経営計画「変革への挑戦2nd stage～地域再起動のプラットフォー

マーへ～」をスタートさせました。

　第17次中期経営計画では、お客さまに寄り添いながら、新連携による金融プラス１戦略の広域展開等により、当

行独自のプラットフォームを形成することで地域価値共創の実現を目指すこととし、「「金融プラス１戦略」の推

進」、「効率経営の実践」、「強固な経営基盤の確立」を基本方針に掲げております。

　　①「金融プラス１戦略」の推進…新連携や事業領域拡大等の取組みにより収益を極大化する

　　②効率経営の実践…自己資本比率改善、OHR改善等により、様々な環境変化に対する対応力を高める

　　③強固な経営基盤の確立…コンプライアンスおよびリスク管理を徹底し、コーポレート・ガバナンス、

　　　サイバーセキュリティ、マネー・ローンダリング等への対応を一層強化する

 
当第１四半期連結累計期間における経常収益は104億24百万円と前年同四半期比6億7百万円の減少、経常利益は22

億99百万円と前年同四半期比11億15百万円増加となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比5億23

百万円増加して16億4百万円となりました。

また、財務面において総資産は2兆6,426億円（前連結会計年度末比1,244億円減少）、純資産1,521億円（前連結

会計年度末比27億円減少）となりました。

預金等残高（譲渡性預金含む）は2兆3,719億円と前連結会計年度末から1,110億円減少しましたが、個人預金は前

連結会計年度末から256億円増加し、１兆4,276億円となりました。貸出金残高は、1兆7,539億円と前連結会計年度

末比89億円減少しました。

セグメント情報につきましては、次のとおりであります。なお、記載の金額は内部取引相殺前の金額であり、課
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税取引については消費税及び地方消費税を含んでおりません。

銀行業の経常収益は、資金運用収益やその他業務収益等の減少により前年同四半期比5億14百万円減少して93億88

百万円となり、セグメント利益は前年同四半期比9億74百万円増加し20億37百万円となりました。

リース業、その他につきましては前年同四半期とほぼ同様の結果となりました。

地域価値共創型広域プラットフォーム銀行として、お客さまに寄り添いながら、新連携による金融プラス１戦略

の広域展開等により、当行独自のプラットフォームを形成し、西瀬戸地域を中心とした地域経済の活性化に向け、

地域価値共創の実現を目指します。
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国内・国際業務部門別収支

(経営成績説明)

当第１四半期連結累計期間においては、日本を含む世界各国における積極的な金融緩和策による市場金利の低下

を受け、資金調達費用が減少したことにより、資金運用収支合計は前第１四半期連結累計期間比１億４百万円増加

し、77億39百万円となりました。投資信託等の預り資産販売が増加したことで、役務取引等収益が前第１四半期連

結累計期間比２億19百万円増加し、役務取引等収支合計は前第１四半期連結累計期間比２億14百万円増加の△91百

万円となりました。その他業務収支合計は、前第１四半期連結累計期間比１億12百万円増加し、７億70百万円とな

りました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 6,280 1,354 － 7,635

当第１四半期連結累計期間 6,151 1,587 － 7,739

  うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 6,498 2,009 48 8,459

当第１四半期連結累計期間 6,336 1,809 49 8,095

  うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 217 654 48 824

当第１四半期連結累計期間 184 221 49 356

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 △287 △19 － △306

当第１四半期連結累計期間 △68 △23 － △91

  うち役務取引等
  収益

前第１四半期連結累計期間 1,008 15 － 1,023

当第１四半期連結累計期間 1,221 21 － 1,243

  うち役務取引等
  費用

前第１四半期連結累計期間 1,295 34 － 1,330

当第１四半期連結累計期間 1,289 45 － 1,335

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 1,014 △356 － 657

当第１四半期連結累計期間 772 △2 － 770

  うちその他業務
  収益

前第１四半期連結累計期間 1,030 － － 1,030

当第１四半期連結累計期間 803 － － 803

  うちその他業務
  費用

前第１四半期連結累計期間 15 356 － 372

当第１四半期連結累計期間 31 2 － 33
 

(注) １  「国内業務部門」は、当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行及び子会社の外貨建取引であり

ます。

   ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２ 「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績説明)

役務取引等収益合計は、投資信託等の預り資産販売が増加したことにより、前第１四半期連結累計期間比２億19

百万円増加し12億43百万円、役務取引等費用は前第１四半期連結累計期間比４百万円増加して13億35百万円となり

ました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,008 15 － 1,023

当第１四半期連結累計期間 1,221 21 － 1,243

  うち預金・貸出
  業務

前第１四半期連結累計期間 373 － － 373

当第１四半期連結累計期間 472 － － 472

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 262 15 － 277

当第１四半期連結累計期間 256 21 － 278

  うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 95 － － 95

当第１四半期連結累計期間 174 － － 174

  うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 161 － － 161

当第１四半期連結累計期間 234 － － 234

  うち保護預り・
貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 31 － － 31

当第１四半期連結累計期間 9 － － 9

  うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 8 － － 8

当第１四半期連結累計期間 12 － － 12

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,295 34 － 1,330

当第１四半期連結累計期間 1,289 45 － 1,335

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 50 34 － 85

当第１四半期連結累計期間 51 45 － 96
 

(注)  「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 2,027,554 91,503 － 2,119,057

当第１四半期連結会計期間 2,072,573 79,323 － 2,151,897

  うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 1,075,543 － － 1,075,543

当第１四半期連結会計期間 1,174,815 － － 1,174,815

  うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 944,240 － － 944,240

当第１四半期連結会計期間 889,702 － － 889,702

  うちその他
前第１四半期連結会計期間 7,770 91,503 － 99,274

当第１四半期連結会計期間 8,055 79,323 － 87,378

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 246,771 － － 246,771

当第１四半期連結会計期間 220,056 － － 220,056

総合計
前第１四半期連結会計期間 2,274,325 91,503 － 2,365,829

当第１四半期連結会計期間 2,292,629 79,323 － 2,371,953
 

(注) １  「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であ

ります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２  流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３  定期性預金＝定期預金＋定期積金
　

国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

　

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,712,704 100.00 1,753,903 100.00

  製造業 128,555 7.51 124,593 7.10

  農業、林業 1,658 0.10 1,687 0.10

  漁業 5,408 0.32 4,326 0.24

  鉱業、採石業、砂利採取業 96 0.01 119 0.01

  建設業 49,374 2.88 57,505 3.28

  電気・ガス・熱供給・水道業 11,026 0.64 11,458 0.65

  情報通信業 4,696 0.27 5,403 0.31

  運輸業、郵便業 187,109 10.92 193,256 11.02

  卸売業、小売業 92,079 5.38 90,710 5.17

  金融業、保険業 59,867 3.49 66,058 3.77

  不動産業、物品賃貸業 138,178 8.07 128,234 7.31

  各種サービス業 182,286 10.64 187,724 10.70

  地方公共団体 155,683 9.09 161,104 9.19

  その他 696,683 40.68 721,720 41.15

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

  政府等 － － － －

  金融機関 － － － －

  その他 － － － －

合計 1,712,704 ― 1,753,903 ―
 

(注) １  「国内」とは、当行及び子会社で特別国際金融取引勘定分を除いたものであります。

２  当行には海外店及び海外に子会社を有する子会社はありません。
　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000
 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 39,426,777 39,426,777
東京証券取引所
（市場第１部）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当行におけ
る標準となる株式。
単元株式数は、100株

計 39,426,777 39,426,777 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 
① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年４月１日～
2021年６月30日

― 39,426 ― 21,367 ― 15,502
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、2021年６月30日現在の株主名簿が作成されて

いないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載

を行っています。

①   【発行済株式】

2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

　
 

141,600
 

―
権利内容に何ら限定のない当行に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

391,653 同上
39,165,300

単元未満株式
普通株式

― 同上
119,877

発行済株式総数 39,426,777 ― ―

総株主の議決権 ― 391,653 ―
 

(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）、

「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式246,800株（議

決権個）が含まれております。なお、当該議決権2,468個は議決権不行使となっております。

2 単元未満株式には当行所有の自己株式72株が含まれております。

 

②   【自己株式等】

2021年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱愛媛銀行

愛媛県松山市勝山町２丁
目１番地

141,600 ― 141,600 0.35

計 ― 141,600 ― 141,600 0.35
 

（注）「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式246,800株は上

記自己株式に含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２  当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自2021年４月１日  至2021

年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日  至2021年６月30日）に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

 現金預け金 286,273 173,238

 コールローン及び買入手形 2,214 1,105

 買入金銭債権 38,778 41,713

 商品有価証券 206 188

 有価証券 605,425 605,620

 貸出金 ※1  1,762,863 ※1  1,753,903

 外国為替 5,731 4,970

 リース債権及びリース投資資産 6,478 6,465

 その他資産 32,620 28,361

 有形固定資産 29,642 29,492

 無形固定資産 1,711 1,931

 繰延税金資産 170 174

 支払承諾見返 9,419 9,473

 貸倒引当金 △14,455 △13,981

 資産の部合計 2,767,080 2,642,658

負債の部   

 預金 2,164,907 2,151,897

 譲渡性預金 318,115 220,056

 コールマネー及び売渡手形 4,428 2,322

 債券貸借取引受入担保金 1,140 1,131

 借用金 73,730 74,241

 外国為替 96 139

 その他負債 24,475 16,774

 役員賞与引当金 45 －

 退職給付に係る負債 1,196 1,202

 役員退職慰労引当金 10 9

 株式報酬引当金 177 183

 利息返還損失引当金 20 20

 睡眠預金払戻損失引当金 163 163

 繰延税金負債 10,923 9,554

 再評価に係る繰延税金負債 3,332 3,332

 支払承諾 9,419 9,473

 負債の部合計 2,612,182 2,490,503

純資産の部   

 資本金 21,367 21,367

 資本剰余金 15,502 15,502

 利益剰余金 77,760 78,640

 自己株式 △557 △552

 株主資本合計 114,072 114,958

 その他有価証券評価差額金 32,842 29,812

 土地再評価差額金 6,636 6,636

 退職給付に係る調整累計額 △50 △48

 その他の包括利益累計額合計 39,428 36,400

 非支配株主持分 1,396 795

 純資産の部合計 154,897 152,154

負債及び純資産の部合計 2,767,080 2,642,658
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

経常収益 11,031 10,424

 資金運用収益 8,459 8,095

  （うち貸出金利息） 6,007 5,779

  （うち有価証券利息配当金） 1,974 1,906

 役務取引等収益 1,023 1,243

 その他業務収益 1,030 803

 その他経常収益 ※1  517 ※1  281

経常費用 9,846 8,124

 資金調達費用 824 356

  （うち預金利息） 249 181

 役務取引等費用 1,330 1,335

 その他業務費用 372 33

 営業経費 6,353 6,078

 その他経常費用 ※2  965 ※2  320

経常利益 1,184 2,299

特別利益 － 19

 固定資産処分益 － 19

特別損失 4 7

 固定資産処分損 4 7

税金等調整前四半期純利益 1,180 2,312

法人税、住民税及び事業税 560 700

法人税等調整額 △478 △11

法人税等合計 81 689

四半期純利益 1,098 1,623

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,081 1,604

非支配株主に帰属する四半期純利益 17 19

その他の包括利益 13,805 △3,070

 その他有価証券評価差額金 13,994 △3,073

 退職給付に係る調整額 △188 2

四半期包括利益 14,904 △1,447

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 14,834 △1,422

 非支配株主に係る四半期包括利益 69 △24
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【注記事項】

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、役務取引等収益の一部について、従来受領時に一時点で収益を認識しておりましたが、財又はサービ

スが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86

項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、

すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第１四半期連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における影響は軽微です。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により

組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を

分解した情報を記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち時価のある株

式、受益証券については原則として連結決算期末１カ月の市場価格等の平均に基づいた時価により評価しておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間末より第１四半期連結会計期間末日の市場価格等により評価しております。

 
（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告

書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。

 
（株式給付信託（BBT））

当行は、取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する株式報酬制度「株式給付信託

(BBT)」（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動

性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目

的としています。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第30号平成27年３月26日）に準じています。

①取引の概要

　本制度に基づき設定される信託が当行の拠出する金銭を原資として当行株式を取得します。当該信託は、当行　株

式及び当行株式の時価相当の金銭を、当行の定める役員株式給付規程に従って、対象取締役に対して給付します。当

該給付の時期は、原則として対象取締役の退任時となります。

②信託に残存する自行の株式

　信託に残存する自行株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式とし

て計上しています。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、前連結会計年度末246,800株、309百万円、当第1四半期

連結累計期間末242,600株、304百万円です。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

       当第１四半期連結会計期間
       (2021年６月30日)

破綻先債権額 569百万円 655百万円

延滞債権額 28,182百万円 27,884百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 6,841百万円 7,835百万円

合計額 35,593百万円 36,375百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
 至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

貸倒引当金戻入益 －百万円 125百万円

償却債権取立益 0百万円 －百万円

株式等売却益 435百万円 47百万円
 

　

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
 至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

貸出金償却 432百万円 23百万円

貸倒引当金繰入額 127百万円 －百万円

株式等売却損 0百万円 0百万円

株式等償却 217百万円 56百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
 至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

減価償却費 338百万円 325百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

１  配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 589 15.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

（注）2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に係る信託財産として資産

管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当行株式に対する配当金２百万円が含まれております。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

　　　末日後となるもの

　

　該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

１  配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 589 15.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

（注）2021年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に係る信託財産として株式

会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式に対する配当金３百万円が含まれております。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

　　　末日後となるもの

　

　該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

１  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

銀行業 リース業 計

経常収益        

  外部顧客に対する経常収益 9,798 1,038 10,837 194 11,031 － 11,031

  セグメント間の内部経常収益 104 84 189 328 518 △518 －

計 9,903 1,123 11,026 523 11,549 △518 11,031

セグメント利益 1,062 26 1,089 112 1,201 △16 1,184
 

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・

運営業務及びクレジットカード業務等を含んでおります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント

利益の調整額 16百万円は、セグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

銀行業 リース業 計

役務取引等収益 899 － 899 60 960 － 960

　預金・貸出業務 472 － 472 － 472 － 472

　為替業務 278 － 278 － 278 － 278

　証券関連業務 － － － － － － －

　代理業務 139 － 139 － 139 － 139

　その他 9 － 9 60 69 － 69

顧客との契約から生じる経常収益 899 － 899 60 960 － 960

上記以外の経常収益 8,368 804 9,172 291 9,464 － 9,464

外部顧客に対する経常収益 9,268 804 10,072 351 10,424 － 10,424

セグメント間の内部経常収益 119 84 204 307 512 △512 －

計 9,388 888 10,276 659 10,936 △512 10,424

セグメント利益 2,037 13 2,050 273 2,323 △24 2,299
 

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・

運営業務及びクレジットカード業務等を含んでおります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント

利益の調整額 24百万円は、セグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
３　報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識会計基準」等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、

収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。これによる影響は軽微です。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れるものはありません。

 

(有価証券関係)

※１  企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の

コマーシャル・ペーパーを含めて記載しております。

 

１  満期保有目的の債券

前連結会計年度(2021年３月31日)

 

 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 14,705 14,623 △81

その他 － － －

合計 14,705 14,623 △81
 

(注) 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

 

当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)

 

 
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 14,770 14,720 △49

その他 － － －

合計 14,770 14,720 △49
 

(注)  時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
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２  その他有価証券

前連結会計年度(2021年３月31日)

 

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 19,637 62,849 43,212

債券 187,084 187,838 753

  国債 57,426 56,701 △725

  地方債 103,349 103,895 546

  短期社債 － － －

  社債 26,308 27,241 932

その他 332,299 335,219 2,919

合計 539,021 585,907 46,885
 

 

当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)

 

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 20,255 57,224 36,968

債券 191,773 193,347 1,573

  国債 57,389 57,202 △186

  地方債 108,666 109,495 828

  短期社債 － － －

  社債 25,716 26,649 932

その他 331,410 335,378 3,967

合計 543,439 585,949 42,509
 

　(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照

表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の

損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

 当第１四半期連結累計期間における減損処理額は56百万円であります。前連結会計年度における減損処理額は

257百万円であります。

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価が50％以上下落した場合、

また、時価の下落が30％以上50％未満の場合は、過去の時価の水準等を勘案し、「回復する見込みがある」と認

められない場合であります。
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(金銭の信託関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められ

るものはありません。

 

（収益認識関係）

　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。

 

  
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益 円 27.63 41.10

 (算定上の基礎)    

 親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,081 1,604

  普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益

百万円 1,081 1,604

  普通株式の期中平均株式数 千株 39,118 39,038

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 25.75 －

 (算定上の基礎)    

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 0 －

　　うち支払利息（税額相当額控除後） 百万円 0 －

　普通株式増加数 千株 2,891 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変動があったものの概要

 ― ―

 

（注）１.１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、自己株式に計上した株式給

付信託（BBT)制度に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当行株式（前

第1四半期連結累計期間平均株式数164千株、当第1四半期連結累計期間平均株式数246千株）は、前第１四半

期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の期中平均株式数の算出において控除する自己株式に含めて

おります。

２．当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年８月10日

株  式  会  社  愛  媛  銀  行

  取  締  役  会    御  中

 

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 堀　川　紀　之 印

    
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山　田　　　修　 印
 

 

　

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社愛

媛銀行の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（２０２１年４

月１日から２０２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年６月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社愛媛銀行及び連結子会社の２０２１年６月３０日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら

れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー

報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが
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求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連

結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以    上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

     ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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